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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示パネルの視認側表面に配置されるパターン偏光板であって、
面内遅相軸及び面内レターデーションの少なくとも一方が互いに異なる、ストライプ状の
第１及び第２の位相差パターンが交互に配置されたパターン位相差層と、それを支持する
フィルムとを有するパターン位相差フィルム、前記パターン位相差フィルムの前記パター
ン位相差層が配置されている面の反対側面に有する表面層、及び偏光膜を少なくとも有し
、
前記表面層が、前記偏光膜側から入射する光に対して、異方性散乱機能を示し、前記表面
層から出射する光が、前記パターン位相差層のパターン周期方向において、その直交方向
と比較して、より強い散乱特性を示す異方性散乱機能を有し、
前記表面層は、マトリックスポリマーからなる連続相中に、異方性粒子を分散含有してな
る層であり、
前記パターン位相差層のパターン周期方向と、前記偏光膜の吸収軸とが平行であるパター
ン偏光板。
【請求項２】
前記パターン位相差層が、可視光域の波長λｎｍにおいて面内レターデーションがλ／４
であり、且つそれぞれの面内遅相軸が、パターン周期方向の直交方向に対して±４５°の
方向である第１及び第２のパターンを交互に配置したパターンλ／４層である請求項１に
記載のパターン偏光板。
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【請求項３】
表示パネルと、その視認側表面に、請求項１または２に記載のパターン偏光板とを少なく
とも有し、該パターン偏光板の偏光膜が、その吸収軸を表示パネルの表示面上下方向に平
行にして配置されている画像表示装置。
【請求項４】
前記表示パネルが、液晶パネルである請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
請求項３又は４に記載の画像表示装置と、
該画像表示装置と観察者との間に取り外し可能に配置される偏光板とを有し、
偏光板を介して観察者に３Ｄ画像を視認させる画像表示システム。
【請求項６】
前記偏光板を取り外した状態で、観察者に２Ｄ画像を視認させる請求項５に記載の画像表
示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元（３Ｄ）画象表示に利用されるパターン偏光板、並びにそれを有する
画像表示装置、及び画像表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、３Ｄ表示の方式に、偏光眼鏡方式（パッシブ眼鏡）がある。この方式は、２次元
（２Ｄ）表示時の画質の劣化を伴わない点にも大きなメリットであり、３Ｄのコンテンツ
が十分と言えない現状では、２Ｄ－３Ｄ切り替えの実現が可能である点で、有力の方式と
言える。パッシブ眼鏡方式では、表示パネルからの出射光を異なる２種の偏光状態（例え
ば、右偏光と左偏光）にし、一方の偏光のみを透過する偏光板を右眼用に、及び他方の偏
光のみを透過する偏光板を左眼用にして構成された偏光眼鏡を通じて表示画面を観察させ
ることで、立体感のある画像として認識させるものである。
【０００３】
　パッシブ眼鏡方式において、出射光を異なる２種の偏光状態にするために、パターン位
相差板が用いられている。パターン位相差板は、一般的には、遅相軸及び／又は位相差が
異なる位相差領域を規則的に配置したパターン位相差層と、それを支持する支持体とから
なる（例えば、特許文献１及び２）。従来、該支持体として、ガラス基板が用いられてい
たが、取り扱い性、薄型化及び軽量化等の観点で、支持体としてフィルムを用いたパター
ン位相差フィルム（ＦＰＲ）が注目されている（例えば、特許文献３）。
【０００４】
　ところで、３Ｄ画質を評価する際、最も重要な項目の一つがクロストークである。３Ｄ
におけるクロストークとは、左右各々の眼にどれだけ望ましい形で、３Ｄ表示のための所
定の光が入射するかの度合い、即ち、左眼に入射する右眼用の表示情報光量の割合、右眼
に入射する左眼の表示情報光量の割合で表すことが出来、当然、クロストークが小さいほ
ど、３Ｄ表示の画質は高いものとなる。このクロストークが、パッシブ眼鏡方式において
、ＦＰＲを用いた場合に顕著になることが懸念される。その一因は、ＦＰＲの寸法変化に
ある。パターニング位相差層の支持体がガラス基板の場合には、環境温度・湿度による寸
法変化が小さく、一旦、パターン位相差層のパターンと、表示パネルの画素とを精度高く
位置合せすれば、その後、位置ズレは生じ難い。一方、ＦＰＲでは、支持体のフィルムが
、環境温度・湿度により顕著に寸法変化するので、一旦位置合せしても、環境条件により
、支持体フィルムの寸法変化によって、パターン位相差層のパターンと画素との位置ズレ
が生じてしまう。特に、液晶表示パネルでは、液晶セルが有するガラス基板がほとんど寸
法変化しないので、ＦＰＲの支持体フィルムが寸法変化することによる位置ズレは顕著に
なる。
　この問題を解決する方法として、ＦＰＲ又は表示パネルの画素部のブラックマトリック
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スの幅を太くするなどが考えられる。しかし、この方法では輝度が低下するという問題が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－５９９４９号公報
【特許文献２】米国特許第５,３２７,２８５号明細書
【特許文献３】特許第４５０８２８０号公報
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、環境温度・湿度に依存した寸法変化が生じ難く、位置ズレによるクロストー
クの軽減に寄与するパターン偏光板を提供することを課題とする。
　また、本発明は、環境温度・湿度に依存したクロストークの発生が軽減された、３Ｄ表
示性能に優れる画像表示装置、及び画像表示システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。
［１］　表示パネルの視認側表面に配置されるパターン偏光板であって、
面内遅相軸及び面内レターデーションの少なくとも一方が互いに異なる、ストライプ状の
第１及び第２の位相差パターンが交互に配置されたパターン位相差層と、それを支持する
フィルムとを有するパターン位相差フィルム、及び偏光膜を少なくとも有し、
前記パターン位相差層のパターン周期方向と、前記偏光膜の吸収軸とが平行であるパター
ン偏光板。
［２］　前記パターン位相差フィルムの前記パターン位相差層が配置されている面の反対
側面に、表面層を有する［１］のパターン偏光板。
［３］　前記表面層が、前記偏光膜側から入射する光に対して、異方性散乱機能を示し、
前記表面層から出射する光が、前記パターン位相差層のパターン周期方向において、その
直交方向と比較して、より強い散乱特性を示す異方性散乱機能を有する［１］又は［２］
のパターン偏光板。
［４］　前記パターン位相差層が、可視光域の波長λｎｍにおいて面内レターデーション
がλ／４であり、且つそれぞれの面内遅相軸が、パターン周期方向の直交方向に対して±
４５°の方向である第１及び第２のパターンを交互に配置したパターンλ／４層である［
１］～［３］のいずれかのパターン偏光板。
［５］　表示パネルと、その視認側表面に、［１］～［４］のいずれかのパターン偏光板
とを少なくとも有し、該パターン偏光板の偏光膜が、その吸収軸を表示パネルの表示面上
下方向に平行にして配置されている画像表示装置。
［６］　前記表示パネルが、液晶パネルである［５］の画像表示装置。
［７］　［５］又は［６］の画像表示装置と、
該画像表示装置と観察者との間に取り外し可能に配置される偏光板とを有し、
偏光板を介して観察者に画像を視認させる画像表示システム。
［８］前記偏光板を取り外した状態で、観察者に２Ｄ画像を視認させる［７］の画像表示
システム。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、環境温度・湿度に依存した寸法変化が生じ難く、位置ズレによるクロ
ストークの軽減に寄与するパターン偏光板を提供することができる。
　また、本発明によれば、環境温度・湿度に依存したクロストークの発生が軽減された、
３Ｄ表示性能に優れる画像表示装置、及び画像表示システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】本発明のパターン偏光板の一例を説明するために用いた模式図である。
【図２】本発明に利用可能なパターン位相差フィルムの一例の断面模式図である。
【図３】本発明に利用可能なパターン位相差層一例の上面模式図である。
【図４】本発明のパターン偏光板の一例を、表示パネルとともに示した断面模式図である
。
【図５】本発明のパターン偏光板の一例を、表示パネルとともに示した断面模式図である
。
【図６】本発明に利用可能なパターン位相差フィルムの一例の断面模式図である。
【図７】本発明のパターン偏光板の一例の断面模式図である。
【図８】本発明に利用可能な異方性散乱層の一例、及びその散乱光分布のプロファイルの
例を示した模式図である。
【図９】パターン位相差層のパターンと画素との位置ズレを説明するために用いた模式図
である。
【図１０】比較例で作製したパターン偏光板（２）を説明するために用いた模式図である
。
【図１１】比較例で作製したパターン偏光板（３）を説明するために用いた模式図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明について詳細に説明する。なお、本明細書において「～」を用いて表され
る数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意
味する。
　なお、本明細書では、「可視光」とは、３８０ｎｍ～７８０ｎｍのことをいう。また、
本明細書では、測定波長について特に付記がない場合は、５５０ｎｍである。
　また、本明細書において、角度（例えば「９０°」等の角度）、及びその関係（例えば
「直交」、「平行」、及び「４５°で交差」等）については、本発明が属する技術分野に
おいて許容される誤差の範囲を含むものとする。例えば、厳密な角度±１０°未満の範囲
内であることなどを意味し、厳密な角度との誤差は、５°以下であることが好ましく、３
°以下であることがより好ましい。
【００１１】
　本発明は、表示パネルの視認側表面に配置されるパターン偏光板に関する。本発明のパ
ターン偏光板は、面内遅相軸及び面内レターデーションの少なくとも一方が互いに異なる
、ストライプ状の第１及び第２の位相差パターンが交互に配置されたパターン位相差層と
、それを支持するフィルムとを有するパターン位相差フィルム、及び偏光膜を少なくとも
有し、前記パターン位相差層のパターン周期方向と、前記偏光膜の吸収軸とが平行である
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明のパターン偏光板は、フィルムを支持体とするパターン位相差フィルム、いわゆ
るＦＰＲを有することを一つの特徴とする。支持体として、可撓性のフィルムを用いたＦ
ＰＲは、剛直なガラス板を用いるより、取り扱い性に優れる等、種々の利点があるが、一
方で、ガラス板と比較して、環境温度・湿度に依存して寸法変化し易いという問題がある
。この寸法変化は、画素との位置ズレを生じさせ、クロストークを発生させる一因になる
。図９（ａ）に横ストライプ状のパターニング位相差層（図９（ａ）では、横ストライプ
状の±λ／４層が交互に配置されたパターン位相差層の例を示す）が、画素と位置合せさ
れて配置されている状態についての上面模式図を示す。パターニング位相差層はスイッチ
ング機能を有する表示パネルの駆動用画素と、理想上は、精密にアライメント配置されて
いる。しかしながら、アライメント不良、又は熱・湿度の影響により、パターンイング位
相差フィルムが寸法変化し、各パターンの位置が変化すると、図９（ｂ）に示す通り、表
示画素との位置ズレが生じる。パターニング位相差層の支持体がガラス板である場合には
、大きな寸法変化がおこることはない。これに対し、パターン位相差層の支持体がフィル
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ムであるＦＰＲでは、初期のアライメントが正確に行われ、表示画素に対して正確な位置
に接合・配置されたとしても、高低温度、高低湿度下においては、偏光膜及びＦＰＲ自体
の特性により、少しずつ伸縮することで、図９（ｂ）に示すような位置ズレを生じる。こ
のような場合には、例えば、右眼情報のみを右眼に入力させる機能が低下し、位置ズレの
領域から、左眼に右眼情報が入力されることになる。このようなことが起こると、いわゆ
る、３Ｄクロストークが顕著になり、３Ｄ画質は劣化する。左眼についても同様なことが
言える。
【００１３】
　本発明では、ＦＰＲのパターン周期方向を、偏光膜の吸収軸と平行にして一体化するこ
とで、この問題を解決している。
【００１４】
　従来のＦＰＲのこの問題点、即ちＦＰＲを利用すると、一旦画素と高い精度で位置合せ
しても、その後、環境温度・湿度によって寸法変化してしまうという問題について発明者
が種々検討した結果、その一因として、ＦＰＲが偏光膜の伸縮に追従してしまうことにあ
ることがわかった。一般に各種フィルムは、その製造工程上、ＭＤ方向（フィルム搬送方
向）とＴＤ方向（搬送方向と直角な方向）とが存在し、機械的な特性などが異なる。液晶
パネル等に従来用いられている偏光膜について種々検討した結果、ＭＤ方向の伸縮の程度
は、ＴＤ方向より優れる（ＴＤ方向より伸縮の程度が少ない）ことが判明した。一方、Ｆ
ＰＲは、一般的には、面内遅相軸等が互いに異なるストライプ状のパタンーンが交互に規
則的に配置された構成であり、偏光膜に追従して、ストライプ状パターンの周期の方向が
伸縮して寸法変化することが、クロストークの発生の原因になるが、周期方向に直交する
ストライプ状パターンの長さ方向における伸縮は、クロストークの発生原因にはならない
。本発明では、ＦＰＲのパターン周期方向を、偏光膜の吸収軸と平行にして一体化するこ
とで、ＦＰＲのパターン周期方向における寸法変化、即ちクロストークの発生原因になる
寸法変化を軽減している。本発明のパターン位相差フィルムが、仮に、環境温度及び湿度
下で、寸法変化したとしても、その寸法変化は主にストライプ状パターンの長さ方向であ
り、クロストークの原因になるパターン周期方向の寸法変化は抑制されている。そのため
、パターン位相差フィルムの環境温度・湿度に依存した寸法変化に起因するクロストーク
を顕著に軽減することができる。
【００１５】
　さらに、本発明は、表示パネルの視認側表面に配置されるパターン偏光板の偏光膜の吸
収軸を、表示面上下方向に平行にして配置することも一つの特徴とする。画像表示装置に
おいて、より重要であるのは、表示面左右方向における表示特性である。通常、ＦＰＲの
パターン周期方向では、視野角が狭くなるので、周期方向に直交するストライプ状パター
ンの長さ方向を、表示面左右方向にして配置するのが一般的である。従って、本発明では
、偏光膜の吸収軸を、表示面上下方向に平行にして配置することになる。しかし、従来の
液晶表示装置等、偏光膜が視認側表面に配置されているディスプレイにおいては、一般的
に、観察者側、即ち視認側の偏光膜の吸収軸が水平方向（左右）になるように設計、製品
化されていた。これは、主に観察者がサングラスを装着して観察しても、画面が暗くなら
ないように配慮してなされた結果である。しかしながら、３Ｄ画像表示を観察する場合は
、観察者は偏光眼鏡を装着する必要があり、サングラスを装着した観察者を想定し難い（
パターン偏光板を通過した出射光は、円偏光になっており、サングラスを装着したままで
は、３Ｄ画像を認識できない）。そこで、本発明では、従来の偏光膜の配置を変更し、偏
光膜の吸収軸を横方向から縦方向にするとともに、更に、パターニング位相差層を上記関
係で配置する構成とした。このようにすることで、表示画素との位置ズレ上重要となる、
表示面上下方向のＦＰＲの環境温度・湿度に対する寸法安定性が改善され、結果として３
Ｄ表示装置としての表示品質、信頼性を改善することができる。
【００１６】
　本発明のパターン偏光板は、表示パネルの視認側表面に配置されて、３Ｄ画像表示に用
いられるが、組み合わせる表示パネルについては特に制限はない。液晶パネルは元々視認
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側表面に偏光膜を有しているので、本発明で利用するのに適する。また、液晶パネルは、
プラズマ表示パネルと比較して、応答速度が遅く、パターン偏光板を利用するパッシブ眼
鏡方式に適するとされているので、その点でも、本発明のパターン偏光板と組み合わせる
表示パネルとして適している。但し、液晶パネルに限定されるものではなく、有機ＥＬ表
示パネル、及びプラズマ表示パネル等、種々の方式に表示パネルを用いることができる。
【００１７】
　ところで、透過モードの液晶パネルには、一対の偏光膜が、互いの吸収軸を直交にして
配置されるが、リア側（バックライト側）の吸収軸を表示面上下方向、視認側の吸収軸を
左右方向にそれぞれ配置して、直交配置するＩＰＳ及びＶＡモード等、並びに一方の吸収
軸を表示面左右方向に対して４５度方向、他方を１３５度方向に配置して、直交配置する
ＴＮモード等がある。前者のモードの液晶パネルについては、従来の偏光膜配置に対して
、表裏の偏光膜の吸収軸を入れ替える必要がある。後者のモードの液晶パネルについては
、吸収軸を４５度回転させて配置する必要がある。なお、吸収軸を４５度回転させて配置
しても、ＴＮモード液晶パネル自体の液晶配向方向については、特に変更する必要はなく
、従来のままでもよい。これは、ＴＮモード自体、導波管モードと呼ばれるように、任意
の方位角で入射した直線偏光に対して、その方位を９０度回転して出射する効果があるか
らである（参照：特開平７－４９４９３号公報）。
【００１８】
　次に、図面を用いて本発明の種々の態様について説明する。なお、いずれの図面につい
ても、各層の厚みの相対的関係は、実際の関係を反映しているわけではない。
【００１９】
　まず、図１に本発明のパターン偏光板の偏光膜の吸収軸とパターン位相差層の周期方向
との関係を説明するための模式図を示す。図１に示す通り、本発明では、偏光膜の吸収軸
と、パターン位相差フィルムのストライプ状のパターンの周期方向とを平行にして積層す
る。この構成により、クロストーク発生の原因になる、パターン周期方向におけるパター
ン位相差フィルムの環境温度・湿度に依存した寸法変化を軽減することができる。さらに
、表示パネルの視認側表面に配置する際は、偏光膜の吸収軸を表示面上下方向に平行にし
て配置することで、視野角特性として重要な表示面左右方向の視野角特性を改善すること
ができる。なお、表示パネルとして、液晶パネルを用いる場合は、リア側（バックライト
側）にも偏光膜が配置されているが、当該リア側偏光膜の吸収軸は図１に示す通り、表示
面左右方向に平行にして配置する。
【００２０】
　図２に、本発明に利用可能なパターン位相差フィルムの一例の断面模式図を示す。図２
に示すパターン位相差フィルムは、いわゆるＦＰＲであり、パターン位相差層１２と、こ
れを支持するポリマーフィルムからなる支持体フィルム１４とを有する。パターン位相差
層１２の一例は、第１及び第２の位相差領域の面内レターデーションＲｅが可視光域波長
λ（例えば５５０ｎｍ）でλ／４であるλ／４層であって、各領域の遅相軸が互いに直交
するパターンλ／４層である。例えば、図２に示す通り、第１及び第２位相差領域１２ａ
及び１２ｂの面内レターデーションは、それぞれλ／４であり、互いに直交する面内遅相
軸ａ及びｂをそれぞれ有するパターンλ／４層である。この態様のパターン位相差層を偏
光膜と組み合わせると、第１及び第２の位相差領域のそれぞれを通過した光は互いに逆向
きの円偏光状態になり、それぞれ右眼及び左眼用の円偏光画像を形成する。
【００２１】
　パターン位相差層は、上記態様に限定されるものではない。第１及び第２位相差領域の
一方の面内レターデーションがλ／４であり、且つ他方の面内レターデーションが３λ／
４であるパターン位相差層を利用することができる。さらに、第１及び第２位相差領域１
ａ及び１ｂの一方の面内レターデーションがλ／２であり、且つ他方の面内レターデーシ
ョンが０であるパターン位相差層を利用することもできる。
【００２２】
　パターン位相差層は、単層構造であっても、２層以上の積層構造であってもよい。パタ
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ーン位相差層は、例えば、重合性基を有する液晶化合物を主成分とする組成物の１種又は
２種から形成することができる。
【００２３】
　また、パターン位相差層の各パターンの面内遅相軸は、パターン配向膜等を利用するこ
とで、互いに異なる方向、例えば互いに直交する方向、に調整することができる。パター
ン配向膜としては、マスク露光によりパターニング配向膜を形成可能な光配向膜、及びマ
スクラビングによりパターニング配向膜を形成可能なラビング配向膜のいずれも利用する
ことができる。また、パターン配向膜を利用せずに、ナノインプリントによる配向制御技
術を利用することもできる。
【００２４】
　図４及び図５にそれぞれ、図２に示すパターン位相差フィルムを、偏光膜と一体化した
本発明のパターン偏光板の例の断面模式図を、表示パネルとともにそれぞれ示す。
　パターン位相差フィルムを、偏光膜と一体化する際は、図４に示す通り、パターン位相
差層１２の表面を偏光膜１０の表面と貼合してもよいし、また支持体フィルム１４の裏面
（パターン位相差層１２が形成されていない側の面）を、偏光膜１０の表面と貼合しても
よい。また、偏光膜は別途その表面に保護フィルムを有していてもよく、その場合も、い
ずれの面で貼合してもよい。但し、偏光膜とパターン位相差層との間には、高い面内レタ
ーデーションを示す位相差層がないほうがよく、図５の例では、支持体フィルム１４とし
て、低レターデーションのポリマーフィルムを用いるのが好ましい。また、偏光膜が別途
保護膜を有する場合も、保護膜として、低レターデーションのポリマーフィルムを用いる
のが好ましい。さらに、貼合に用いる粘着剤も、等方性の粘着剤層となる材料を用いるの
が好ましい。
【００２５】
　図６に、本発明に利用可能な位相差フィルムの他の例の断面模式図を、及び図７にそれ
を用いた本発明のパターン偏光板の一例の断面模式図を示す。
　図６に示すパターン位相差フィルムは、支持体フィルム１４の一方の面に、パターン位
相差層１２を有し、他方の面に表面層１６を有する。偏光膜１０と一体化する際は、図７
に示す通り、パターン位相差層１２の表面を偏光膜１０の表面（偏光膜１０が保護膜を有
する場合は、保護膜の表面）と貼合し、表面層１６は、視認側の表面に配置される。表面
層１６の材料及び機能については特に制限はない。表示パネルの視認側外側に配置される
ものであるので、表面層１６は、外部からの物理的衝撃から保護する機能を有するハード
コート層や、外光の反射を防止する機能を有する反射防止層であるのが好ましい。またハ
ードコート層と反射防止層との積層体であってもよい。
【００２６】
　また、表面層１６は、光散乱機能を有する層であるのも好ましい。特に異方性散乱層で
あって、パターン位相差層１２のパターン周期方向の散乱分布が、その直交方向と比較し
て広くなる散乱光プロファイルを形成可能な異方性散乱層であると、パターン周期方向が
表示面上下方向であることによって、上下方向の視野角が狭くなっているのを緩和するこ
とができる。具体的には、表面層１６が、偏光膜１０側から入射する光に対して、異方性
散乱機能を示し、表面層１６から出射する光が、パターン位相差層１２のパターン周期方
向において、その直交方向と比較してより多く分布する異方性散乱層であるのが好ましい
。
【００２７】
　前記異方性散乱層の一例の断面模式図を、及びその散乱光プロファイルの一例とともに
、図８に示す。図８に示す異方性散乱層１６は、マトリックスポリマーからなる連続相１
６ａ中に、異方性粒子１６ｂを分散含有してなる層である。異方性粒子１６ｂは、形状に
異方性がある有機粒子又は無機粒子である。異方性散乱層１６は、異方性粒子１６ｂの形
状異方性に基づく、散乱異方性を示し、偏光膜１０を透過して、Ｚ方向から入射した光を
散乱させて、Ｘ方向と比較して、Ｙ方向により多く分布させる作用がある。Ｙ方向を、パ
ターン位相差フィルム１２のパターン周期方向及び偏光膜１０の吸収軸と一致させれば、
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その方向により光が散乱されるようになる。パターン位相差層１２のストライプ状のパタ
ーン長さ方向では、３Ｄ表示における視野角は問題にならないが、パターン周期方向では
、３Ｄ表示における視野角が狭くなるという問題があるが、上記作用の異方性散乱層１６
を配置することで、画面左右方向の視野角特性に影響を与えずに、上下方向の視野角特性
を改善できる。
【００２８】
　また、本発明は、本発明のパターン偏光板と、表示パネルとを少なくとも有する立体画
像表示装置にも関する。パターン偏光板は、表示パネルの視認側表面に配置され、入射す
る光を、右眼用及び左眼用の偏光画像（例えば円偏光画像）に分離する。観察者は、これ
らの偏光画像を、偏光眼鏡（例えば円偏光眼鏡）等の偏光板を介して観察し、立体画像と
して認識する。
【００２９】
　本発明では、表示パネルについてなんら制限はない。例えば、液晶層を含む液晶パネル
であっても、有機ＥＬ層を含む有機ＥＬ表示パネルであっても、プラズマディスプレイパ
ネルであってもよい。いずれの態様についても、種々の可能な構成を採用することができ
る。また、液晶パネル等は、視認側表面に画像表示のための偏光膜を有するが、本発明の
パターン偏光板が有する偏光膜は、当該偏光膜を兼ねていても勿論よい。
【００３０】
　表示パネルの一例は、透過モードの液晶パネルであり、一対の偏光膜とその間に液晶セ
ルとを有する。偏光膜のそれぞれと液晶セルとの間には、通常、視野角補償のための位相
差フィルムが配置される。液晶セルの構成については特に制限はなく、一般的な構成の液
晶セルを採用することができる。液晶セルは、例えば、対向配置された一対の基板と、該
一対の基板間に挟持された液晶層とを含み、必要に応じて、カラーフィルタ層などを含ん
でいてもよい。液晶セルの駆動モードについても特に制限はなく、ツイステットネマチッ
ク（ＴＮ）、スーパーツイステットネマチック（ＳＴＮ）、バーティカルアライメント（
ＶＡ）、インプレインスイッチング（ＩＰＳ）、オプティカリーコンペンセイテットベン
ドセル（ＯＣＢ）、ブルーフェイズ等の種々のモードを利用することができる。
【００３１】
　本発明は、本発明の画像表示装置と、該画像表示装置の視認側に取り外し可能に配置さ
れる偏光板とを少なくとも備え、該偏光板を通じて立体画像を視認させる立体画像表示シ
ステムにも関する。立体用画像表示装置の視認側外側に配置される前記偏光板の一例は、
観察者が装着する偏光眼鏡である。観察者は、立体画象表示装置が表示する右眼用及び左
眼用の偏光画像を円偏光又は直線偏光眼鏡を介して観察し、立体画像として認識する。
【００３２】
　本発明の画像表示システムは、２Ｄ－３Ｄ画像表示の切り替え可能に構成されていても
よい。２Ｄ－３Ｄ画像表示切替えが可能な画像表示システムでは、３Ｄ画像を観察者に偏
光板を通じて視認させ、２Ｄ画像を偏光板を外した状態で視認させる。詳細については、
特許第３７６７９６２号公報等に記載があり、本発明において参照することができる。
【００３３】
　以下、本発明のパターン偏光板に用いられる種々の部材等について詳細に説明する。
【００３４】
＜パターン位相差層＞
　本発明に利用可能なパターン位相差層は、面内遅相軸及び面内レターデーションの少な
くとも一方が互いに異なる、ストライプ状の第１及び第２の位相差パターンが交互に配置
されたパターン位相差層である。パターン位相差層の材料については特に制限はなく、重
合性基を有する液晶化合物を主成分とする組成物、及び延伸フィルム等の位相差フィルム
などを利用することができる。パターニングが容易であるという観点では、重合性基を有
する液晶化合物を主成分とする組成物を利用するのが好ましい。
【００３５】
　前記位相差層は、配向膜を利用した種々の方法で形成でき、その製法については特に制
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限はない。
　第１の態様は、液晶の配向制御に影響を与える複数の作用を利用し、その後、外部刺激
（熱処理等）によりいずれかの作用を消失させて、所定の配向制御作用を支配的にする方
法である。例えば、配向膜による配向制御能と、液晶組成物中に添加される配向制御剤の
配向制御能との複合作用により、液晶を所定の配向状態とし、それを固定して一方の位相
差領域を形成した後、外部刺激（熱処理等）により、いずれかの作用（例えば配向制御剤
による作用）を消失させて、他の配向制御作用（配向膜による作用）を支配的にし、それ
によって他の配向状態を実現し、それを固定して他方の位相差領域を形成する。例えば、
所定のピリジニウム化合物又はイミダゾリウム化合物は、ピリジニウム基又はイミダリウ
ム基が親水的であるため前記親水的なポリビニルアルコール配向膜表面に偏在する。特に
、ピリジニウム基が、さらに、水素原子のアクセプターの置換基であるアミノ基が置換さ
れていると、ポリビニルアルコールとの間に分子間水素結合が発生し、より高密度に配向
膜表面に偏在すると共に、水素結合の効果により、ピリジニウム誘導体がポリビニルアル
コールの主鎖と直交する方向に配向するため、ラビング方向に対して液晶の直交配向を促
進する。前記ピリジニウム誘導体は、分子内に複数個の芳香環を有しているため、前述し
た、液晶、特にディスコティック液晶との間に強い分子間π－π相互作用が起こり、ディ
スコティック液晶の配向膜界面近傍における直交配向を誘起する。特に、親水的なピリジ
ニウム基に疎水的な芳香環が連結されていると、その疎水性の効果により垂直配向を誘起
する効果も有する。しかし、その効果は、ある温度を超えて加熱すると、水素結合が切断
され、前記ピリジニウム化合物等の配向膜表面における密度が低下し、その作用を消失す
る。その結果、ラビング配向膜そのものの規制力により液晶が配向し、液晶は平行配向状
態になる。この方法の詳細については、特願２０１０－１４１３４５号明細書に記載があ
り、その内容は本明細書に参照として取り込まれる。
【００３６】
　第２の態様は、パターン配向膜を利用する態様である。この態様では、互いに異なる配
向制御能を有するパターン配向膜を形成し、その上に、液晶組成物を配置し、液晶を配向
させる。液晶は、パターン配向膜のそれぞれの配向制御能によって配向規制され、互いに
異なる配向状態を達成する。それぞれの配向状態を固定することで、配向膜のパターンに
応じて第１及び第２の位相差領域のパターンが形成される。パターン配向膜は、印刷法、
ラビング配向膜に対するマスクラビング、光配向膜に対するマスク露光等を利用して形成
することができる。また、配向膜を一様に形成し、配向制御能に影響を与える添加剤（例
えば、上記オニウム塩等）を別途所定のパターンで印刷することによって、パターン配向
膜を形成することもできる。大掛かりな設備が不要である点や製造容易な点で、印刷法を
利用する方法が好ましい。この方法の詳細については、特願２０１０－１７３０７７号明
細書に記載があり、その内容は本明細書に参照として取り込まれる。
【００３７】
　また、第１及び第２の態様を併用してもよい。一例は、配向膜中に光酸発生剤を添加す
る例である。この例では、配向膜中に光酸発生剤を添加し、パターン露光により、光酸発
生剤が分解して酸性化合物が発生した領域と、発生していない領域とを形成する。光未照
射部分では光酸発生剤はほぼ未分解のままであり、配向膜材料、液晶、及び所望により添
加される配向制御剤の相互作用が配向状態を支配し、液晶を、その遅相軸がラビング方向
と直交する方向に配向させる。配向膜へ光照射し、酸性化合物が発生すると、その相互作
用はもはや支配的ではなくなり、ラビング配向膜のラビング方向が配向状態を支配し、液
晶は、その遅相軸をラビング方向と平行にして平行配向する。前記配向膜に用いられる光
酸発生剤としては、水溶性の化合物が好ましく用いられる。使用可能な光酸発生剤の例に
は、Ｐｒｏｇ．　Ｐｏｌｙｍ．　Ｓｃｉ．，　２３巻、１４８５頁（１９９８年）に記載
の化合物が含まれる。前記光酸発生剤としては、ピリジニウム塩、ヨードニウム塩及びス
ルホニウム塩が特に好ましく用いられる。この方法の詳細については、特願２０１０－２
８９３６０号明細書に記載があり、その内容は本明細書に参照として取り込まれる。
【００３８】



(10) JP 5524903 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

　さらに、第３の態様として、重合性が互いに異なる重合性基（例えば、オキセタニル基
及び重合性エチレン性不飽和基）を有するディスコティック液晶を利用する方法がある。
この態様では、ディスコティック液晶を所定の配向状態にした後、一方の重合性基のみの
重合反応が進行する条件で、光照射等を行い、プレ位相差層を形成する。次に、他方の重
合性基の重合を可能にする条件で（例えば他方の重合性基の重合を開始させる重合開始剤
の存在下で、マスク露光を行う。露光部の配向状態は完全に固定され、所定のＲｅを有す
る一方の位相差領域が形成される。未露光領域は、一方の反応性基の反応が進行している
ものの、他方の反応性基は未反応のままとなっている。よって、等方相温度を超え、他方
の反応性基の反応が進行可能な温度まで加熱すると、未露光領域は、等方相状態に固定さ
れ、即ち、Ｒｅが０ｎｍになる。
【００３９】
＜支持体フィルム＞
　支持体フィルムとしては、その材料については特に制限はない。低レターデーションの
ポリマーフィルムを用いるのが好ましく、具体的には、面内レターデーションの絶対値が
約１０ｎｍ以下のフィルムを用いるのが好ましい。偏光膜とパターン位相差フィルムとの
間に、偏光膜の保護膜が配置されている態様でも、該保護膜として、低レターデーション
のポリマーフィルムを用いるのが好ましく、具体的範囲については、上記通りである。
【００４０】
　本発明に使用可能な支持体フィルムを形成する材料としては、例えば、ポリカーボネー
ト系ポリマー、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステ
ル系ポリマー、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系ポリマー、ポリスチレンやアク
リロニトリル・スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）等のスチレン系ポリマーなどがあげられる
。また、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、エチレン・プロピレン共重
合体の如きポリオレフィン系ポリマー、塩化ビニル系ポリマー、ナイロンや芳香族ポリア
ミド等のアミド系ポリマー、イミド系ポリマー、スルホン系ポリマー、ポリエーテルスル
ホン系ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン系ポリマー、ポリフェニレンスルフィド系
ポリマー、塩化ビニリデン系ポリマー、ビニルアルコール系ポリマー、ビニルブチラール
系ポリマー、アリレート系ポリマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、エポキシ系ポリマ
ー、又は前記ポリマーを混合したポリマーも例としてあげられる。また本発明の高分子フ
ィルムは、アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系等
の紫外線硬化型、熱硬化型の樹脂の硬化層として形成することもできる。
【００４１】
　また、前記フィルムの材料としては、熱可塑性ノルボルネン系樹脂を好ましく用いるこ
とが出来る。熱可塑性ノルボルネン系樹脂としては、日本ゼオン（株）製のゼオネックス
、ゼオノア、ＪＳＲ（株）製のアートン等があげられる。
【００４２】
　また、前記フィルムの材料としては、従来偏光板の透明保護フィルムとして用いられて
きた、トリアセチルセルロースに代表される、セルロース系ポリマー（以下、セルロース
アシレートという）を好ましく用いることが出来る。
【００４３】
　前記支持体フィルムの製法については特に制限はなく、溶液製膜法であっても溶融製膜
法であってもよい。また、レターデーションの調整のために延伸処理が施された延伸フィ
ルムを用いてもよい。
【００４４】
＜粘着剤層＞
　粘着剤層は、偏光膜とパターン位相差フィルムとを貼合して一体化するものであり、光
学的に高透過であり、また、等方性であるのが好ましい。光学的に高透過であり、等方性
の粘着剤層を形成可能な粘着剤の例には、サンキュアリー（サンエー化研）、ＳＫダイン
（綜研化学）など多くのＯＣＡ（光学透明粘着）材料等が含まれる。また、一体化可能で
ある限り、一般的には、接着剤に分類される剤を利用してもよい。
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【００４５】
＜表面層＞
　本発明のパターン偏光板は、所定の機能を有する表面層を有していてもよい。外部から
の物理的衝撃から保護するためのハードコート層や、外光の映り込みを防止するための反
射防止層等が挙げられる。一例は、ハードコート層及び反射防止層が積層された例である
。上記表面層は、上記層とともに、又は上記層に替えて、前方散乱層、プライマー層、帯
電防止層、下塗り層や保護層等を有していてもよい。上記反射防止層及びハードコート層
を構成する各層の詳細については、特開２００７－２５４６９９号公報の［０１８２］～
［０２２０］に記載があり、本発明に利用可能な反射防止層についても好ましい特性、好
ましい材料等について、同様である。
【００４６】
　また、本発明では、表面層として、異方性散乱層を有するのも好ましい。特に図８に示
す散乱光分布のプロファイルを形成可能な異方性散乱層が好ましい。当該異方性散乱層の
詳細については、特許第４２０５３８７８号公報等に記載があり、参照することができる
。
【００４７】
＜偏光膜＞
　本発明では、偏光膜として、一般的な直線偏光膜を用いることができる。偏光膜は延伸
フィルムからなっていても、塗布により形成される層であってもよい。前者の例には、ポ
リビニルアルコールの延伸フィルムをヨウ素又は二色性染料等で染色したフィルムが挙げ
られる。後者の例には、二色性液晶性色素を含む組成物を塗布して、所定の配向状態に固
定した層が挙げられる。
　なお、本明細書では、「偏光膜」という場合は、直線偏光膜を意味するものとする。
【００４８】
＜液晶セル＞
　本発明の立体用画像表示装置に利用される液晶セルは、ＶＡモード、ＯＣＢモード、Ｉ
ＰＳモード、又はＴＮモードであることが好ましいが、これらに限定されるものではない
。
　ＴＮモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に水平配向し、更
に６０～１２０゜にねじれ配向している。ＴＮモードの液晶セルは、カラーＴＦＴ液晶表
示装置として最も多く利用されており、多数の文献に記載がある。
　ＶＡモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に垂直に配向して
いる。ＶＡモードの液晶セルには、（１）棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直
に配向させ、電圧印加時に実質的に水平に配向させる狭義のＶＡモードの液晶セル（特開
平２－１７６６２５号公報記載）に加えて、（２）視野角拡大のため、ＶＡモードをマル
チドメイン化した（ＭＶＡモードの）液晶セル（ＳＩＤ９７、Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　ｔｅ
ｃｈ．Ｐａｐｅｒｓ（予稿集）２８（１９９７）８４５記載）、（３）棒状液晶性分子を
電圧無印加時に実質的に垂直配向させ、電圧印加時にねじれマルチドメイン配向させるモ
ード（ｎ－ＡＳＭモード）の液晶セル（日本液晶討論会の予稿集５８～５９（１９９８）
記載）及び（４）ＳＵＲＶＩＶＡＬモードの液晶セル（ＬＣＤインターナショナル９８で
発表）が含まれる。また、ＰＶＡ（Patterned Vertical Alignment）型、光配向型（Opti
cal Alignment）、及びＰＳＡ（Polymer-Sustained Alignment）のいずれであってもよい
。これらのモードの詳細については、特開２００６－２１５３２６号公報、及び特表２０
０８－５３８８１９号公報に詳細な記載がある。
　ＩＰＳモードの液晶セルは、棒状液晶分子が基板に対して実質的に平行に配向しており
、基板面に平行な電界が印加することで液晶分子が平面的に応答する。ＩＰＳモードは電
界無印加状態で黒表示となり、上下一対の偏光板の透過軸は直交している。光学補償シー
トを用いて、斜め方向での黒表示時の漏れ光を低減させ、視野角を改良する方法が、特開
平１０－５４９８２号公報、特開平１１－２０２３２３号公報、特開平９－２９２５２２
号公報、特開平１１－１３３４０８号公報、特開平１１－３０５２１７号公報、特開平１
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０－３０７２９１号公報などに開示されている。
【００４９】
＜立体画像表示システム用偏光板＞
　本発明の立体画像表示システムでは、特に３Ｄ映像とよばれる立体画像を視認者に認識
させるため、偏光板を通して画像を認識する。偏光板の一態様は、偏光眼鏡である。前記
位相差板によって右眼用及び左眼用の円偏光画像を形成する態様では、円偏光眼鏡が用い
られ、直線偏光画像を形成する態様では、直線眼鏡が用いられる。位相差層の前記第１及
び第２の位相差領域のいずれか一方から出射された右眼用画像光が右眼鏡を透過し、且つ
左眼鏡で遮光され、前記第１及び第２位相差領域の他方から出射された左眼用画像光が左
眼鏡を透過し、且つ右眼鏡で遮光されるように構成されていることが好ましい。
　前記偏光眼鏡は、位相差機能層と直線偏光子を含むことで偏光眼鏡を形成している。な
お、直線偏光子と同等の機能を有するその他の部材を用いてもよい。
【００５０】
　偏光眼鏡を含め、本発明の立体用画像表示システムの具体的な構成について説明する。
まず、位相差板は、映像表示パネルの交互に繰り返されている複数の第一ライン上と複数
の第二ライン上（例えば、ラインが水平方向であれば水平方向の奇数ライン上と偶数ライ
ン上であり、ラインが垂直方向であれば垂直方向の奇数ライン上と偶数ライン上でもよい
）に偏光変換機能が異なる前記第１位相差領域と前記第２位相差領域が設けられている。
円偏光を表示に利用する場合には、上述の前記第１位相差領域と前記第２位相差領域の位
相差は、ともにλ／４であることが好ましく、前記第１位相差領域と前記第２位相差領域
は遅相軸が直交していることがより好ましい。
【００５１】
　円偏光を利用する場合、前記第１位相差領域と前記第２位相差領域の位相差値をともに
λ／４とし、映像表示パネルの奇数ラインに右眼用画像を表示し、奇数ライン位相差領域
の遅相軸が４５度方向であるならば、偏光眼鏡の右眼鏡と左眼鏡にともにλ／４板を配置
することが好ましく、偏光眼鏡の右眼鏡のλ／４板の遅相軸は具体的には略４５度に固定
すればよい。また、上記の状況であれば、同様に、映像表示パネルの偶数ラインに左眼用
画像を表示し、偶数ライン位相差領域の遅相軸が１３５度方向であるならば、偏光眼鏡の
左眼鏡の遅相軸は具体的には略１３５度に固定すればよい。
　更に、一度前記パターニング位相差フィルムにおいて円偏光として画像光を出射し、偏
光眼鏡により偏光状態を元に戻す観点からは、上記の例の場合の右眼鏡の固定する遅相軸
の角度は正確に水平方向４５度に近いほど好ましい。また、左眼鏡の固定する遅相軸の角
度は正確に水平１３５度（又は－４５度）に近いほど好ましい。
【００５２】
　また、例えば前記映像表示パネルが液晶表示パネルである場合、液晶表示パネルのフロ
ント側偏光板の吸収軸方向が通常、水平方向であり、前記偏光眼鏡の直線偏光子の吸収軸
が該フロント側偏光板の吸収軸方向に直交する方向であることが好ましく、前記偏光眼鏡
の直線偏光子の吸収軸は鉛直方向であることがより好ましい。
　また、前記液晶表示パネルのフロント側偏光板の吸収軸方向と、前記パターニング位相
差フィルムの奇数ライン位相差領域と偶数ライン位相差領域の各遅相軸は、偏光変換の効
率上、４５度をなすことが好ましい。
　なお、このような偏光眼鏡と、パターニング位相差フィルム及び液晶表示装置の好まし
い配置については、例えば特開２００４－１７０６９３号公報に開示がある。
【００５３】
　偏光眼鏡の例としては、特開２００４－１７０６９３号公報に記載のものや、市販品と
して、Ｚａｌｍａｎ製、ＺＭ－Ｍ２２０Ｗの付属品を挙げることができる。
【実施例】
【００５４】
 以下に実施例に基づいて本発明をさらに詳細に説明する。以下の実施例に示す材料、使
用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更すること
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ものではない。
　尚、実施例１および２は参考例である。
                                                                                
【００５５】
［実施例１］
　図２と同様の構成のパターン位相差フィルムを作製し、図１と同様の軸の関係で、偏光
膜と貼り合わせて、パターン偏光板（１）を作製した。パターン位相差層は、マスクラビ
ング配向膜等を利用して、重合性液晶組成物から形成した。形成したパターン位相差層は
、図３に示す通り、一方が４５°の方向、及び他方が－４５°の方向であって、互いに直
交する遅相軸を有する、ストライプ状のλ／４層が交互に配置されているパターン位相差
層であった。支持体フィルムとしては、富士フイルム（株）製の８０μｍタックフィルム
を用いた。このパターン位相差フィルムを、偏光膜と貼合した。貼合の際は、パターンλ
／４層のパターン周期方向を、偏光膜の吸収軸と平行にして行った。
【００５６】
　図３に示すパターンλ／４層を、偏光膜と貼合する際に、パターン周期方向を偏光膜の
吸収軸と直交にして貼合した以外は、パターン偏光板（１）と同様にして、比較例用パタ
ーン偏光板（２）を作製した。即ち、図１０に示す関係で、パターン位相差層と偏光膜と
を貼合して、比較例用パターン偏光板（２）を作製した。このパターン偏光板では、偏光
膜の吸収軸とパターン位相差層のパターン周期方向は、直交であった。
【００５７】
　図２と同様の構成のパターン位相差フィルムを作製した。但し、パターンλ／４層の遅
相軸は、図１１（ａ）に示す通り、０°及び９０°とした。このパターン位相差フィルム
を、図１１（ｂ）に示す関係で、偏光膜と貼合し、比較例用パターン偏光板（３）を作製
した。このパターン偏光板では、偏光膜の吸収軸とパターン位相差層のパターン周期方向
は、４５°で交差していた。
【００５８】
　ガラス基板（０．７ｍｍ厚、２００×３００ｍｍ）を２枚シール材（スリーボンド製Ｏ
ＤＦ用紫外線硬化型シール材、３０２５Ｇ）で貼り合せ、それを表示パネルに見立てて、
その一方の表面に上記で作製した各パターン偏光板を配置して、模擬パネルをそれぞれ作
製した。それぞれのガラス基板には予め、Ａｌにて寸法基準となる位置マークをフォトリ
ソ手法により、形成しておいた。具体的には、パターン偏光板（１）については、偏光膜
の吸収軸及びパターン位相差層のパターン周期方向を上下方向にして配置し；パターン偏
光板（２）については、従来のＶＡモード及びＩＰＳモード液晶パネル等の視認側偏光膜
と同様、偏光膜の吸収軸を左右方向にして配置し、且つパターン位相差層のパターン周期
方向を上下方向にして配置し；パターン偏光板（３）については、従来のＴＮモード液晶
パネル等の視認側偏光膜と同様、偏光膜の吸収軸を４５°方向にして配置し、且つパター
ン位相差層のパターン周期方向を上下方向にして配置した。貼合した各パターン偏光板の
大きさは、１５０ｍｍ（パターン周期方向）×２５０ｍｍ（ストライプ状のパターン長さ
方向）であった。
【００５９】
　作製した各模擬パネルについて、温湿度試験を実施した。温湿度条件は６０℃×９０％
×２４時間であり、その後、顕微鏡観察により、画素電極（Ａｌの位置マーク）との位置
ズレ（１５０ｍｍ方向、上下方向、短辺方向）を調査、比較した。結果を下記表に示す。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
　上記表に示す通り、偏光膜の吸収軸とパターン位相差層の周期方向とを一致させるとと
もに、偏光膜の吸収軸を上下方向にすることで、環境試験後の上下方向の寸法変化を小さ
く抑えることが可能であることがわかった。図９（ｂ）に示したとおり、上下方向の寸法
変化がクロストークの原因になることから、これを抑えることが可能な本発明の実施例は
、位置合せ精度を重視するパターニング位相差フィルムを用いた３Ｄ表示用に適している
ことが理解できる。
【００６２】
［実施例２］
　市販の偏光眼鏡方式の２２型ワイド、３Ｄモニター（Ｈｙｕｎｄａｉ社製、ＴＮ液晶使
用、Ｗ２２０Ｓ、液晶表示パネルのリア及びフロント側の偏光板を剥離し、あらたに直線
偏光膜を、リア側は吸収軸を表示面左右方向と平行にして、フロント側は吸収軸を表示面
上下方向と平行にしてそれぞれ配置した。その上に、図２に示す構成であって、図３に示
すパターンλ／４層を有するパターン位相差フィルムを、図１に示す通りの関係でフロン
ト側偏光膜上に積層した。即ち、上記パターン偏光板（１）を有する画像表示装置（１）
を作製した。λ／４層の各パターンの周期方向の幅は、２８２μｍであった。
【００６３】
　解像度１６８０×１０５０をそのまま用い、静止画像データに基づく２Ｄ画像を、付属
の３Ｄ変換ソフト（ＴｒｉＤｅｆ ３Ｄ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）を用いて３Ｄ画像表示
を行った。この映像表示装置では、前記直線偏光膜によって右眼用画像、左眼用画像は直
線偏光にそれぞれ変換され、前記パターン位相差フィルムによって右眼用画像の直線偏光
が右円偏光に、左眼用画像の直線偏光が左円偏光にそれぞれ変換される。また、上記市販
の３Ｄモニターに付属の偏光眼鏡は、常に右円偏光を通し、左円偏光を遮断する右眼鏡と
、常に左円偏光を通し、右円偏光を遮断する左眼鏡からなるものである。
　３Ｄ画像表示時のクロストークを右眼に対して、１００×（表示２／表示０）、左眼に
対して１００×（表示１／表示０）により算出した。ここで表示０は、奇数、偶数ライン
ともに白表示、表示１は、奇数ラインを白とし、偶数ラインを黒表示した場合、表示２は
、奇数ラインを黒とし、偶数ラインを白表示した場合の輝度とする（参照：特願２０１０
－０１８３８４号明細書の［００９６］段落）。
【００６４】
　比較例として、上記Ｈｙｕｎｄａｉ社製ＴＮ液晶モードのリア側及びフロント側の偏光
板に合せて、偏光膜の吸収軸が４５度及び１３５度である一対の偏光膜を準備し、それを
液晶パネルに貼り付け後、図１１（ａ）に示すのと同様の構成のパターニングλ／４層を
有するパターニング位相差フィルムを貼り付けて、比較例用液晶表示装置を作製した。即
ち、比較例用パターン偏光板（３）を有する画像表示装置（３）を作製した。この画像表
示装置についても、上記と同様にして、３Ｄ立体表示を行い、上記と同様にして、クロス
トークの発生率を算出した。
　結果を下記表に示す。なお、上記表１の結果も併せて示す。
【００６５】
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【表２】

【００６６】
　上記表に示す結果から、実際のモジュールにおいても、本発明の効果が明らかになった
。
【００６７】
［実施例３］
　図６に示す構成の、表面層を有するパターン位相差フィルムを作製した。パターン位相
差層は、図３に示す構成のパターンλ／４層であり、実施例１と同様にして形成した。ま
た、支持体フィルムについても実施例１と同一のフィルムを用いた。ここで異方性拡散層
としては、本発明の趣旨に反しない限りにおいて特に制限はないが、例えば特許４２０５
３８８号に記載のものを好ましく用いることができ、これを適宜、最適化して用いること
もできる。即ち、上記の参照の特許公報の記載と同様に、環状ポリオレフィン樹脂（日本
ゼオン（株）製、１０６０Ｒ）９５％と分散樹脂としてＧＰＰＳ（汎用ポリスチレン系樹
脂、ダイセル化学工業（株）製　ＧＰＰＳ♯３０）５％の混連物を、Ｔダイを用いた溶融
製膜により、異方性散乱機能フィルムを形成した。この異方性散乱機能フィルムをパター
ン位相差フィルムと貼合し一体化したものを、偏光膜と貼合し、図７に示す構成のパター
ン偏光板（４）を作製した。貼合時には、図１に示す通り、偏光膜の吸収軸とパターン位
相差層のパターン周期方向を平行にして貼合した。
　なお、異方性散乱層は、偏光膜に法線方向から入射し、異方性散乱層から出射する光に
対して、図８に示す異方性散乱性を示し、具体的には、偏光膜の吸収軸方向（図中Ｙ方向
）において、その直交方向（図中Ｘ方向）と比較して、光がより多く分布する異方性散乱
性を示す層である。
【００６８】
　実施例２において、画像表示装置（１）の作製において、パターン偏光板（１）の代わ
りに、パターン偏光板（４）を配置した以外は、同様にして画像表示装置（４）を作製し
た。
【００６９】
　画像表示装置（４）についても、実施例２と同様にして３Ｄ画像を表示して、種々の方
向から観察したところ、画面上下方向の視野角特性が、画像表示装置（１）と比較して改
善されていること、及び画面左右方向の視野角特性は、画像表示装置（１）と同様に良好
であることを確認した。このことから、画面上下方向に散乱能が強い異方性散乱層を表面
層として配置することで、画面左右方向の特性を低下させることなく、画面上下方向の視
野角特性を改善できることが理解できる。
【００７０】
　なお、上記実施例１～３では、図４に示す通り、偏光膜の表面とパターン位相差層とを
、粘着剤で貼合したが、図５に示す通り、支持体フィルムを偏光膜の表面と貼合しても、
同様の効果が得られる。さらに、図４の構成において、パターン位相差層と偏光膜との間
に、偏光膜の保護膜として別途フィルムが配置されていても、同様の効果が得られる。
【符号の説明】
【００７１】
１０　　偏光膜
１２　　パターン位相差層
１４　　支持体フィルム
１６　　表面層
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